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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
三
件
） 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く

　

漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

二

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生
（
三
件
） 

（
河　

川　

課
）　
　

三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
四
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

五

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
） 
五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管

理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

有
限
会
社
よ
ろ
づ
や

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
角
田
市
笠
島
字
雁
坊
十
二
番
地
十
六

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

八
嶋　

利
悦

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
角
田
市
笠
島
字
雁
坊
十
二
番
地
二
十

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

新
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類　

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
八
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。
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平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

東
泉
堂
病
院

遠
田
郡
涌
谷
町
字
追
廻
町
七
十

－

三

平
成
二
十
五
年
九
月
十

七
日

平
成
二
十
八
年
九
月
十

六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
二
八
〇

ロ
ク
フ
ァ
ー
ム
ア
タ
ラ

タ名
取
市
杜
せ
き
の
し
た

五

－

三
十
一

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

一
般
社
団
法
人

東
北
復
興
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

平
成
二
十
五
年

九
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
三
〇
二
四

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目

四
番
一
号
ソ
ニ
ー
株
式

会
社
仙
台
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
セ
ン
タ
ー
み
や
ぎ
復

興
パ
ー
ク

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

一
般
社
団
法
人

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

平
成
二
十
五
年

九
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
八
〇
〇
一
三
八

株
式
会
社
薬
莱
山
葵
栽

培
園
加
美
郡
加
美
町
字
味
ヶ

袋
新
坂
一
番

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
薬
莱

山
葵
栽
培
園

平
成
二
十
五
年

九
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
中

改
め
、

「
気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
及
び
宮
城
県
漁
業

協
同
組
合
の
大
谷
本
吉
支

所
の
地
区
）

１
 ．
大
型
定
置
漁
業

を

」

「
気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
及
び
宮
城
県
漁
業

協
同
組
合
の
大
谷
本
吉
支

所
の
地
区
）

１
 ．
大
型
定
置
漁
業

に

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
遠
洋
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
し
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

」

「
南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
志
津
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業
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改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
仙
台
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
八
月
十
六
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
青
葉
区
北
根
黒
松
二
百
九
十
番
及
び
二
百
九
十
二
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

二
十
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
砂
押
川
水
系
砂
押
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
八
月
八
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

多
賀
城
市
八
幡
字
庚
田
七
十
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

三
百
五
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
五
間
堀
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

を

５
．
小
型
定
置
漁
業
（
９
カ
月
未
満
）

６
．
小
型
定
置
漁
業
（
９
カ
月
以
上
）

７
．
大
型
定
置
漁
業

」

「
南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
志
津
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

に

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
し
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業
（
９
カ
月
未
満
）

７
．
小
型
定
置
漁
業
（
９
カ
月
以
上
）

８
．
大
型
定
置
漁
業

」

宮　　城　　県　　公　　報



第2491号　平成25年９月17日　火曜日 （4）
　
　

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
八
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

岩
沼
市
桑
原
三
丁
目
三
百
五
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

九
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

鹿
折
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
号　

鹿
折
駅
浜
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
三
号　

南
気
仙
沼
駅
前
通
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
十
八
号　

浜
港
線

　
　
　
　
　
　

七
・
六
・
一
号　

海
岸
通
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

赤
岩
港
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
一
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
市
場

　

２　

名
称　

二
号　

石
巻
市
水
産
物
地
方
卸
売
市
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
西
大
振
場
一
番
一
、
二
番
及
び
同
字

東
大
振
場
四
番
並
び
に
同
字
瀬
戸
浜
二
十
四
番

　

 

東
松
島
市
宮
戸
字
西
大
振
場
一
番
地
一

株
式
会
社
宮
戸
水
産　
　
　
　
　

宮　　城　　県　　公　　報



（5）　平成25年９月17日　火曜日 第2491号

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

大
久
保
三
代
連
合
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

遠
田
郡
涌
谷
町
字
新
町

裏
一
五
四

遠
田
郡
涌
谷
町
字
本
町

九
九

－

七

平
成
二
十
五
年

 

八
月
五
日

賢
友
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
山

添
一

－

一

仙
台
市
泉
区
長
命
ヶ
丘

四

－

一
五

－

一
六

平
成
二
十
五
年

 

八
月
十
二
日

　

代

表

者

の

氏

名

小
野
寺
昭
文

三
浦　

一
志

中
野
正
志
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

一

－

二

－

二
六

仙
台
市
宮
城
野
区
鉄
砲

町
二
四
五

－

三

平
成
二
十
五
年

 

八
月
六
日

渡
辺
よ
し
お
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
川
郡
大
和
町
も
み

じ
ヶ
丘
一

－

八

－
一

黒
川
郡
大
和
町
も
み

じ
ヶ
丘
一

－

一
六

－

五

平
成
二
十
五
年

 

八
月
二
日

　

代

表

者

の

氏

名

大
沼　

文
麿

伊
藤　
　

進

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

な
か
よ
し
の
党
早
坂
き
く
み
後
援
会

早
坂
き
く
み

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

　
（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

な
か
よ
し
の
党
早
坂
き
く
み
後
援
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
早
坂
き
く
み

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
参
議
院
議
員

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
早
坂
き
く
み

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
参
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
25. ８

.21（
25. ７

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

3,259,140 

　
　
　
本
年
収
入
額

3,259,140 

２
　
支
出
総
額

3,259,140 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

2,679,140 

　
　
　
個
人
分

2,679,140 

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

580,000 

　
　
　
な
か
よ
し
の
党
パ
ー
テ
ィ

580,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

3,259,140 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

203,641 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

174,720 

　
　
　
　
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

28,921 

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

3,014,319 

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

41,180 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
薄
　
　
久
子

100,000 仙
台
市
泉
区

宮　　城　　県　　公　　報
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佐
々
木
き
よ
子

110,000 大
崎
市

　
　
早
坂
さ
た
子

120,000 加
美
郡
色
麻
町

　
　
高
橋
加
代
子

100,000 宮
城
郡
利
府
町

　
　
高
山
　
和
子

100,000 東
松
島
市

　
　
永
塚
せ
つ
子

110,000 大
崎
市

　
　
植
木
　
久
子

80,000 石
巻
市

　
　
中
山
て
る
子

59,000 黒
川
郡
大
和
町

　
　
齋
藤
み
ゑ
子

500,000 大
崎
市

　
　
後
藤
　
満
枝

500,000 石
巻
市

　
　
早
坂
　
信
子

500,000 大
崎
市

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

400,140 
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